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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筐体と、
　前記筐体内に設けられ、インクを噴射する液体噴射ヘッドと、
　前記液体噴射ヘッドで記録された記録媒体を排紙する排出用開口部と、
　前記液体噴射ヘッドを収容する前記筐体とは別体に構成され、前記インクを貯留するイ
ンクタンクと、
　前記液体噴射ヘッドと前記インクタンクとを連通する液体チューブと、
　前記筐体の前記排出用開口部が形成された面に対する側面から突出し、前記インクタン
クの底部を支持する支持部と、を備え、
　前記支持部には、前記支持部に支持された前記インクタンクの前記筐体の前記側面に対
向する面とは除く周囲である、前記筐体の前記排出用開口部側、前記排出用開口部とは反
対側、前記筐体の前記側面と前記インクタンクを挟み対向する側に、鉛直方向上側に突出
する突出部が設けられ、
　前記支持部の底部は、鉛直方向において前記筐体の底部と同じ位置にあることを特徴と
する記録装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の記録装置であって、
　前記支持部の底部は、鉛直方向において前記筐体の底部と同じ位置にあることを特徴と
する記録装置。
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【請求項３】
　請求項１から請求項２のいずれか一項に記載の記録装置であって、
　前記突出部は、壁部であることを特徴とする記録装置。
【請求項４】
　請求項１から請求項３のいずれか一項に記載の記録装置であって、
　前記支持部は、前記筐体と一体で形成されていることを特徴とする記録装置。
【請求項５】
　請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の記録装置であって、
　前記支持部は、前記筐体と別体で形成されていることを特徴とする記録装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載の記録装置であって、
　前記インクタンクは、インクを貯留する貯留容器と前記貯留容器を収容する収容ケース
とを備えたことを特徴とする記録装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、記録装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　記録装置としてのインクジェットプリンターは、液体噴射ヘッドからインクを噴射して
用紙などの記録媒体に文字や画像を記録する。液体噴射ヘッドから噴射されるインクは、
液体噴射ヘッドを備えて往復移動するキャリッジに搭載されたインクカートリッジやキャ
リッジの外側で筐体内に備えられたインクカートリッジから供給される。
　オフィス向けまたは業務用に提供されるインクジェットプリンターでは、比較的大量の
印刷に対応させるために、大容量のインクカートリッジを配置する必要性が生じている。
　そこで、例えば特許文献１では、筐体の外側に配置されたインクタンクから液体噴射ヘ
ッドにインクを供給する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２１２８４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１のインクタンクは、インクジェットプリンターの筐体とは別
体に構成されている。また、インクタンクと筐体とは、インクタンクから液体噴射ヘッド
にインクを供給するための液体チューブによって接続されている。
　そのため、インクジェットプリンターを移動させるときは、筐体とインクタンクとが液
体チューブによって接続されたまま、使用者は、筐体とインクタンクとをそれぞれ別々に
保持しながら運ばなくてはならない。このように、インクジェットプリンターの筐体と筐
体の外部に配置されたインクタンクとを、使用者が持ち運ぶときの作業が容易ではないと
いう課題がある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上述の課題の少なくとも一部を解決するためになされたものであり、以下の
形態または適用例として実現することが可能である。
【０００６】
　［適用例１］インクを噴射する液体噴射ヘッドと、前記液体噴射ヘッドを収容する筐体
とは別体に構成されて、前記インクを貯留するインクタンクと、前記液体噴射ヘッドと前
記インクタンクとを連通する液体チューブと、前記筐体の側面から突出して備えられて、
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前記インクタンクの底部を支持する支持部と、を備えることを特徴とする記録装置。
【０００７】
　本適用例によれば、記録媒体を排出する側を正面とする筐体の側面から突出して備えら
れて、インクタンクの底部を支持する支持部を備える。これにより、インクタンクを支持
部に載置し、筐体とインクタンクとを一体化した状態で、持ち運ぶことができる。従って
、筐体とインクタンクとを、使用者が持ち運ぶときの作業が容易となる。
【０００８】
　［適用例２］前記支持部の底部は、鉛直方向において前記筐体の底部より下側の位置に
あることを特徴とする上記記録装置。
【０００９】
　本適用例によれば、支持部を設置面によって支持することができる。これにより、イン
クの重量による支持部の変形を抑制できるので、インクタンクを安定した状態で保持でき
る。
【００１０】
　［適用例３］前記支持部は、前記側面の奥行き方向に沿って延びる平面を有する台座で
あることを特徴とする上記記録装置。
【００１１】
　本適用例によれば、インクタンクを安定した状態で支持することができる。
【００１２】
　［適用例４］前記支持部は、複数の柱状部材から構成されることを特徴とする上記記録
装置。
【００１３】
　本適用例によれば、支持部を軽量化することができる。
【００１４】
　［適用例５］前記支持部の端部に、鉛直方向上側に突出する突出部が設けられたことを
特徴とする上記記録装置。
【００１５】
　本適用例によれば、インクタンクの移動を規制できる。
【００１６】
　［適用例６］前記柱状部材と交差する複数の柱状部材を設けたことを特徴とする上記記
録装置。
【００１７】
　本適用例によれば、インクタンクの重量による支持部の変形を抑制できるので、インク
タンクを安定した状態で保持できる。
【００１８】
　［適用例７］前記突出部は、壁部であることを特徴とする上記記録装置。
【００１９】
　本適用例によれば、さらにインクタンクの移動範囲を小さくできる。
【００２０】
　［適用例８］前記インクタンクは、インクを貯留する貯留容器と前記貯留容器を収容す
る収容ケースとを備えたことを特徴とする上記記録装置。
【００２１】
　本適用例によれば、収容ケースによって剛性を高めることができるので、インクタンク
が自重によって変形することを抑制できる。また、収容ケースによって貯留容器を覆うこ
とができるので、貯留容器が外力により損傷することを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】（ａ）は、実施形態１における記録装置の外観斜視図、（ｂ）は、台座の斜視図
、（ｃ）は、筐体を正面から見た図。
【図２】（ａ）は、実施形態２における記録装置の外観斜視図、（ｂ）は、台座の斜視図
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。
【図３】（ａ）は、実施形態３における記録装置の外観斜視図、（ｂ）は、台座の斜視図
。
【図４】（ａ）は、実施形態４における記録装置の外観斜視図、（ｂ）は、台座の斜視図
。
【図５】（ａ）は、円柱状の柱状部材の斜視図、（ｂ）は、交差する複数の柱状部材によ
って構成された支持部の斜視図。
【図６】（ａ）は、実施形態６における記録装置の外観斜視図、（ｂ）は、台座の斜視図
。
【図７】画像読み取り部を備えた記録装置の外観斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。以下の説明において、上
部、下部、上面、下面、上端部、下端部、上側、下側の記載は、鉛直方向における位置を
示す。
【００２４】
　（実施形態１）
　図１（ａ）は、実施形態１における記録装置としてのインクジェットプリンター（以降
は、プリンターという）１を正面側から見た外観斜視図である。筐体２の内部には、軸や
レールなどのガイド部（不図示）に案内されて、移動方向Ｄ１に往復移動する液体噴射ヘ
ッド３が備えられる。
【００２５】
　筐体２の背面側には、用紙などの記録媒体を載置する用紙サポート４が備えられる。用
紙サポート４に載置された用紙（不図示）は、筐体２に備えられた給紙装置（不図示）に
よって筐体２の内部に給紙される。
【００２６】
　筐体２の内部に給紙された用紙は、移動方向Ｄ１と交わる方向に搬送される。液体噴射
ヘッド３は、移動方向Ｄ１に往復移動しながら、搬送される用紙に対してインクを噴射し
、用紙に文字や画像を記録する。筐体２には、電源のオン・オフの操作や、印刷条件の設
定を行う操作ボタン７が備えられる。
【００２７】
　筐体２の内部で文字や画像が形成された用紙は、搬送経路６を搬送し、筐体２の正面に
形成された排出用開口部５から排出される。
【００２８】
　インクタンク１００は、貯留容器１１と、貯留容器１１を収容する収容ケース１０とを
備える。貯留容器１１は、イエロー、マゼンタ、シアン、モノクロのインクをそれぞれイ
ンク色別に貯留する。
【００２９】
　側面２ａの下部には、側面２ａから外側に突出し、収容ケース１０の底部を支持する台
座２０が備えられる。図１（ｂ）は、台座２０の斜視図である。台座２０は、側面２ａの
奥行き方向Ｄ３に沿って延び、上側を向く平面２０２を有する板状部材である。台座２０
の平面２０２は収容ケース１０の底部に当接し、台座２０は収容ケース１０を安定した状
態で載置することができる。
【００３０】
　図１（ｂ）は、台座２０の斜視図である。台座２０には、破線Ａに示す側面２ａが当接
する位置より筐体２側に貫通孔２０１が形成されている。図１（ｃ）は、筐体２を正面か
ら見た図である。台座２０は、貫通孔２０１を貫通するネジ２０４によって筐体２の底部
２ｂに固定される。台座２０の底部２０３は、設置面Ｂの位置にあり、鉛直方向Ｄ２にお
いて筐体２の底部２ｂより下側の位置にある。
【００３１】
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　筐体２の底部２ｂにおける台座２０と反対側には、台座２０の鉛直方向Ｄ２の厚さと略
同じ厚さの板状部材９０がネジ（不図示）などによって固定される。これにより、筐体２
を水平状態に保持できる。
【００３２】
　液体チューブ８は、インク色別に備えられた貯留容器１１の下部に接続されて、筐体２
に設けられた貫通孔９を通り、液体噴射ヘッド３と連通する。液体チューブ８は、液体噴
射ヘッド３の移動に伴って、フレキシブルに変形可能である。
【００３３】
　以上説明した本実施形態のプリンター１は、インクを噴射する液体噴射ヘッド３と、液
体噴射ヘッド３を収容する筐体２とは別体に構成されて、インクを貯留する貯留容器１１
が収容された収容ケース１０と、液体噴射ヘッド３と貯留容器１１とを連通する液体チュ
ーブ８と、用紙を排出する側を正面とする筐体２の側面２ａの下部に突出して備えられて
、収容ケース１０の底部を支持する支持部としての台座２０と、を備える。
【００３４】
　この構成により、収容ケース１０を台座２０に載置し、筐体２と、貯留容器１１を収容
した収容ケース１０とを一体化した状態で、持ち運ぶことができる。従って、プリンター
１の筐体２と収容ケース１０とを、使用者が持ち運ぶときの作業が容易となる。
【００３５】
　台座２０の底部２０３は、鉛直方向Ｄ２において筐体２の底部２ｂより下側の位置にあ
る。
【００３６】
　これにより、台座２０を図１（ｃ）の設置面Ｂによって支持することができる。これに
より、収容ケース１０の重量による台座２０の変形を抑制できるので、収容ケース１０を
安定した状態で保持できる。
【００３７】
　また、台座２０は、側面２ａの奥行き方向Ｄ３に沿って延びる面である平面２０２を有
する。これにより、収容ケース１０を安定した状態で支持することができる。
【００３８】
　また、収容ケース１０に筐体２に装着するための装着部を設ける必要がないので、プリ
ンター１の製造コストが上昇することを抑制できる。
【００３９】
　また、本実施形態では、台座２０を側面２ａの下部から突出して備えたが、台座２０を
筐体２における正面や背面の下部から突出して備えてもよい。
【００４０】
　（実施形態２）
　実施形態２では、台座の端部に、鉛直方向Ｄ２上側に突出する突出部が設けられたプリ
ンターについて説明する。図２（ａ）は、実施形態２における正面側から見たプリンター
１ａの外観斜視図である。図２（ｂ）は、実施形態２における台座２１の斜視図である。
【００４１】
　実施形態１と同様に、台座２１の平面２１２は収容ケース１０の底部に当接し、台座２
１は収容ケース１０を安定した状態で載置することができる。また、台座２１には、破線
Ａに示す側面２ａが当接する位置より筐体２側に貫通孔２１１が形成されている。台座２
１は、貫通孔２１１を貫通するネジ（不図示）によって筐体２の底部２ｂに固定される。
台座２１の底部２１３は、設置面Ｂ（図１（ｃ）参照）に当接した状態で備えられる。
【００４２】
　平面２１２における破線で囲まれた範囲Ｃは、収容ケース１０が置かれた位置を示す。
平面２１２の範囲Ｃの外側である台座２１の端部には、鉛直方向Ｄ２上側に突出する柱状
の突出部２１４が設けられる。突出部２１４は、正面側に１個、背面側に１個、側面２ａ
と反対側に２個設けられる。これにより、平面２１２上における収容ケース１０の移動を
規制できる。プリンター１ａのその他の構成は、実施形態１のプリンター１の構成と同じ
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である。
【００４３】
　（実施形態３）
　実施形態３では、台座の端部に突出部としての壁部を設けたプリンターについて説明す
る。図３（ａ）は、実施形態３における正面側から見たプリンター１ｂの外観斜視図であ
る。図３（ｂ）は、実施形態３における台座２２の斜視図である。
【００４４】
　実施形態１と同様に、台座２２の平面２２３は収容ケース１０の底部に当接し、台座２
２は収容ケース１０を安定した状態で載置することができる。台座２２には、破線Ａに示
す側面２ａが当接する位置より筐体２側に貫通孔２２１が形成されている。台座２２は、
貫通孔２２１を貫通するネジ（不図示）によって筐体２の底部２ｂに固定される。台座２
２の底部２２４は、設置面Ｂ（図１（ｃ）参照）に当接した状態で備えられる。
【００４５】
　台座２２における正面側、背面側、側面２ａと反対側の端部には、突出部としての壁部
２２２がそれぞれ設けられる。これにより、平面２２３上における収容ケース１０の移動
を規制できるとともに、収容ケース１０が平面２２３上で移動する移動範囲を小さくでき
る。プリンター１ｂのその他の構成は、実施形態１のプリンター１の構成と同じである。
【００４６】
　（実施形態４）
　実施形態４では、支持部としての複数の柱状部材を備えたプリンターについて説明する
。図４（ａ）は、実施形態４における正面側から見たプリンター１ｃの外観斜視図である
。図４（ｂ）は、実施形態４における一対の柱状部材３０の斜視図である。
【００４７】
　図４（ｂ）の柱状部材３０は、側面２ａから外側に突出し、角柱状の柱状突出部３５と
、柱状突出部３５と接続され、鉛直方向Ｄ２上側に延びる固定部３４を有する。固定部３
４には、貫通孔３１が形成されており、柱状部材３０は、貫通孔３１を貫通するネジ（不
図示）によって側面２ａに固定される。
【００４８】
　収容ケース１０の底部は、柱状突出部３５の鉛直方向Ｄ２上側に形成された平面３３と
当接し、収容ケース１０は柱状部材３０に支持される。柱状突出部３５には、貫通孔３２
が形成されており、貫通孔３２を貫通するネジ（不図示）によって、収容ケース１０の底
部を固定する。
【００４９】
　柱状部材３０の底部３６の鉛直方向Ｄ２における位置は、筐体２の底部２ｂの位置にあ
る。これにより、柱状部材３０を設置面Ｂ（図１（ｃ）参照）によって支持することがで
きる。これにより、収容ケース１０の重量による柱状部材３０の変形を抑制できるので、
収容ケース１０を安定した状態で保持できる。
【００５０】
　また、柱状部材３０の体積を実施形態１の台座２０の体積より小さくできるので、プリ
ンター１ｃの製造コストの上昇を抑制できる。
【００５１】
　図５（ａ）は、円柱状の柱状部材３８の斜視図である。支持部としての柱状部材は、円
柱状でもよい。柱状部材３８は、図示しない貫通孔とネジによって、側面２ａに固定され
、収容ケース１０の底部を固定する。本実施形態のプリンターのその他の構成は、実施形
態１のプリンター１の構成と同じである。
【００５２】
　（実施形態５）
　実施形態５では、交差する複数の柱状部材によって構成された支持部を備えたプリンタ
ーについて説明する。図５（ｂ）は、交差する複数の柱状部材４１によって構成された支
持部４０の斜視図である。
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【００５３】
　支持部４０は、側面２ａから外側に突出する柱状部材４１と、柱状部材４１と交差して
接続された複数の柱状部材４２１，４２２とによって構成される。これにより、収容ケー
ス１０の重量による支持部４０の変形を抑制できるので、収容ケース１０を安定した状態
で保持できる。
【００５４】
　また、柱状部材４１の先端部４１１は、鉛直方向Ｄ２上側に突出している。また、先端
部４１１と接続された柱状部材４２２は、側面２ａ側に位置する柱状部材４２１より鉛直
方向Ｄ２上側の位置にある。これにより、収容ケース１０の移動を規制できる。本実施形
態のプリンターのその他の構成は、実施形態１のプリンター１の構成と同じである。
【００５５】
　（実施形態６）
　実施形態１～実施形態５では、支持部の底部の鉛直方向Ｄ２における位置は、筐体２の
底部２ｂの位置を含む位置より下側に位置したが、実施形態６では、支持部の底部の鉛直
方向Ｄ２における位置が、筐体２の底部２ｂの位置より上側に位置したプリンターについ
て説明する。図６（ａ）は、実施形態６おける正面側から見たプリンター１ｄの外観斜視
図である。図６（ｂ）は、実施形態６における台座２３の斜視図である。
【００５６】
　図６（ｂ）の台座２３は、平面２３３に対して鉛直方向Ｄ２上側に突出し、貫通孔２３
１が形成された壁部２３２を有する。台座２３は、貫通孔２３１を貫通するネジ（不図示
）によって筐体２の側面２ａに固定される。
【００５７】
　台座２３の底部２３４が筐体２の底部２ｂの位置より上側となる位置に、台座２３を備
える。これにより、台座２３の底部２３４が設置面に当接しないので、台座２３の下部に
空間を形成することができる。プリンター１ｄのその他の構成は、実施形態１のプリンタ
ー１の構成と同じである。
【００５８】
　図７は、記録部５１を収容した筐体５２の上側に、画像読み取り部６０を備えた記録装
置５０の外観斜視図である。筐体５２の内部には、移動方向Ｄ１に往復移動する液体噴射
ヘッド５３が備えられる。
【００５９】
　筐体５２の背面側には、用紙などの記録媒体を載置する用紙サポート５４が備えられる
。用紙サポート５４に載置された用紙（不図示）は、筐体５２に備えられた給紙装置（不
図示）によって筐体５２の内部に給紙される。
【００６０】
　筐体５２の内部に給紙された用紙は、移動方向Ｄ１と交わる方向に搬送される。液体噴
射ヘッド５３は、移動方向Ｄ１に往復移動しながら、搬送される用紙に対してインクを噴
射し、用紙に文字や画像を記録する。筐体５２には、電源のオン・オフの操作や、印刷条
件の設定を行う操作ボタン５７が備えられる。
【００６１】
　筐体５２の内部で文字や画像が形成された用紙は、搬送経路５６を搬送し、筐体５２の
正面に形成された排出用開口部５５から排出される。インクタンク８２は、貯留容器８１
と、貯留容器８１を収容する収容ケース８０とを備える。貯留容器８１は、イエロー、マ
ゼンタ、シアン、モノクロのインクをそれぞれインク色別に貯留する。
【００６２】
　側面５２ａの下部には、側面５２ａから外側に突出し、収容ケース８０の底部を支持す
る台座７０が備えられる。液体チューブ５８は、筐体５２に設けられた貫通孔５９を通り
、貯留容器８１と液体噴射ヘッド５３とを連通する。
【００６３】
　筐体５２の上側には、イメージセンサーが搭載されたセンサーユニット６１が移動方向
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Ｄ１に移動可能に備えられる。原稿台カバー６３は矢印に示すように回動可能に備えられ
、原稿台カバー６３は透明性を有する原稿台６２を覆うことができる。
【００６４】
　原稿台カバー６３が原稿台６２を覆う状態で、センサーユニット６１は、移動方向Ｄ１
に移動しながら、原稿台６２に載置された原稿に描かれた文字や画像を読み取ることがで
きる。画像読み取り部６０は、センサーユニット６１、原稿台６２、原稿台カバー６３を
含んで構成される。
【００６５】
　実施形態１から実施形態６で説明した発明は、このような画像読み取り部６０を備えた
記録装置５０にも適用する。
【００６６】
　また、実施形態１から実施形態６では、インクタンクは、インクを貯留する貯留容器と
貯留容器を収容する収容ケースとを備えたが、貯留容器と収容ケースとを一体に形成した
インクタンクも適用する。
【符号の説明】
【００６７】
　１，１ａ，１ｂ，１ｃ，１ｄ…インクジェットプリンター、２，５２…筐体、２ａ，５
２ａ…側面、２ｂ…筐体の底部、３，５３…液体噴射ヘッド、５…排出用開口部、８，５
８…液体チューブ、１０，８０…収容ケース、１１，８１…貯留容器、２０～２３，７０
…台座、３０，４１，４２…柱状部材、３６…柱状部材の底部、４０…支持部、５０…記
録装置、８２，１００…インクタンク、２０３，２１３，２２４，２３４…台座の底部、
２０２，２１２，２２３，２３３…平面、２１４…突出部、２２２…壁部、Ｄ２…鉛直方
向、Ｄ３…奥行き方向。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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